
JP 5028329 B2 2012.9.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラープロファイルを作成するプロファイル作成装置にて実行されるプロファイル作成
方法であって、
　判定手段が、印刷に使用するメディアの測定値に基づいて当該メディアに蛍光増白剤が
含まれているか否かを判定する判定工程と、
　補正手段が、前記判定の結果に応じて、前記メディアに形成されたカラーパッチの測定
値を補正する補正工程と、
　作成手段が、前記補正されたカラーパッチの測定値と前記カラーパッチを測定した際の
環境光の測定値とに基づいてカラープロファイルを作成する作成工程と、を有し、
　前記メディアの測定値は、特定のフィルタを使用しない測色機によって測定された値で
あることを特徴とするプロファイル作成方法。
【請求項２】
　前記メディアの測定値は、前記メディアの白色部分を分光測定した分光反射率であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のプロファイル作成方法。
【請求項３】
　前記判定工程では、前記測定された分光の内、最も高い分光反射率と、予め定められた
波長における分光反射率との差分に基づいて前記メディアに蛍光増白剤が含まれているか
否かを判定することを特徴とする請求項２に記載のプロファイル作成方法。
【請求項４】
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　前記判定工程では、前記差分が閾値より大きい場合は蛍光増白剤が含まれていると判定
し、前記差分が前記閾値より大きくない場合は蛍光増白剤が含まれていないと判定するこ
とを特徴とする請求項３に記載のプロファイル作成方法。
【請求項５】
　前記補正工程では、前記判定工程において蛍光増白剤が含まれていると判定した場合に
、前記カラーパッチの測定値を補正することを特徴とする請求項４に記載のプロファイル
作成方法。
【請求項６】
　前記補正工程では、カラープロファイルの作成に必要な数分のカラーパッチの測定値に
対して補正することを特徴とする請求項５に記載のプロファイル作成方法。
【請求項７】
　前記補正されたカラーパッチの測定値を補間してカラープロファイルを作成することを
特徴とする請求項６に記載のプロファイル作成方法。
【請求項８】
　前記作成工程では、前記カラープロファイルのデータ構造としてルックアップテーブル
の形式に作成することを特徴とする請求項７に記載のプロファイル作成方法。
【請求項９】
　カラープロファイルを作成するプロファイル作成装置であって、
　印刷に使用するメディアの測定値に基づいて当該メディアに蛍光増白剤が含まれている
か否かを判定する判定手段と、
　前記判定の結果に応じて、前記メディアに形成されたカラーパッチの測定値を補正する
補正手段と、
　前記補正されたカラーパッチの測定値と前記カラーパッチを測定した際の環境光の測定
値とに基づいてカラープロファイルを作成する作成手段と、を有し、
　前記メディアの測定値は、特定のフィルタを使用しない測色機によって測定された値で
あることを特徴とするプロファイル作成装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載のプロファイル作成方法の各工程をコンピュータに
実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラープロファイルを作成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータの普及に加えて、周辺機器であるカラープリンタ、デジ
タルカメラ、デジタルビデオ、更にはモニタやプロジェクタといった画像デジタル機器の
普及が著しい。特に、プリンタにおいては、プリンタの高性能化に伴い、ユーザのカラー
マッチングに対する要求レベルも高まる中、使用目的も多岐に渡っている。
【０００３】
　印刷業界においては、印刷するメディアの種類は数千種類にも及び、年々、素材、色味
、光沢感など種類は増加する一方である。その中でも、近年市場で使用されるメディアの
中には、人間の目に素材本来の色味よりも、より白く見せるための蛍光増白剤という特殊
塗料が含まれたものが多く存在する。一般的に、蛍光増白剤は、可視光領域の短波長から
紫外波長域の光を吸収し、より長波長側で光を放出する特性を持つ。
【０００４】
　このように、蛍光増白剤を用いたメディアにおいては、紙の白色が紙本来の色に比べ、
より鮮やかな白色として人間の目には知覚される効果がある。その反面、カラープロファ
イル等を用いて行う厳密なカラーマッチングでは蛍光増白剤の量、特性によっては大きな
問題となる。
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【０００５】
　この問題は、測定に使用した光源と、観察する環境の光源の違いにより、見掛けの分光
反射率が変化してしまうことに起因する。そのため、蛍光増白剤を含むメディアのカラー
プロファイルを通常の方法から作成した場合、印刷した画像は全体的に黄色味が強く、主
観と合致しないという問題があった。
【０００６】
　この問題を解決する方法として、例えば特許文献１、２などがある。この２種の方法に
おいては、まず、どちらも短波長域をカットする特殊フィルタを用いて測定する。次に、
フィルタを外して測定を行う。そして、この２種の測定データの差分情報から、補正係数
を算出し、ＸＹＺ値レベルで補正を行う。
【特許文献１】特開２００１－１７４３３４号公報
【特許文献２】特開２００２－１３９３８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来例においては、どちらも短波長域をカットする特殊なフィルタ
を用いての測定及びフィルタを外しての測定と異なる方法での測定が必要となり、時間的
コストを要する。また、精度の高いフィルタが必要となるため、一般的な手法ではなく、
金銭的コストも要し、汎用性に欠ける。更に、補正を全てＸＹＺ値で行うため、分光デー
タを用いた補正方法より精度が劣っていた。
【０００８】
　本発明は、蛍光増白剤の影響及び観察環境を考慮し、簡易、かつ高精度なプロファイル
を作成することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、カラープロファイルを作成するプロファイル作成装置にて実行されるプロフ
ァイル作成方法であって、判定手段が、印刷に使用するメディアの測定値に基づいて当該
メディアに蛍光増白剤が含まれているか否かを判定する判定工程と、補正手段が、前記判
定の結果に応じて、前記メディアに形成されたカラーパッチの測定値を補正する補正工程
と、作成手段が、前記補正されたカラーパッチの測定値と前記カラーパッチを測定した際
の環境光の測定値とに基づいてカラープロファイルを作成する作成工程と、を有し、前記
メディアの測定値は、特定のフィルタを使用しない測色機によって測定された値であるこ
とを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、カラープロファイルを作成するプロファイル作成装置であって、印刷
に使用するメディアの測定値に基づいて当該メディアに蛍光増白剤が含まれているか否か
を判定する判定手段と、前記判定の結果に応じて、前記メディアに形成されたカラーパッ
チの測定値を補正する補正手段と、前記補正されたカラーパッチの測定値と前記カラーパ
ッチを測定した際の環境光の測定値とに基づいてカラープロファイルを作成する作成手段
と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、蛍光増白剤を含むメディア使用時も、所望の観察環境下における最適
な画像形成が可能なプロファイルを作成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００１３】
　本実施形態では、パーソナルコンピュータ、モニタ、及び測色機で構成されるシステム
により、カラーマッチング用のカラープロファイルを作成する方法を説明する。
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【００１４】
　図１は、本実施形態におけるプロファイル作成方法を実行するシステムの構成の一例を
示す図である。図１に示すシステムにおいて、１０１はパーソナルコンピュータ、１１１
はこのパーソナルコンピュータ１０１に直接接続されたモニタ、１１２はモニタ１１１と
同様に、このパーソナルコンピュータ１０１に直接接続された測色機である。
【００１５】
　パーソナルコンピュータ１０１には、アプリケーション格納部１０２、メディア測定値
格納部１０３、カラーパッチデータ格納部１０４、補正カラーパッチデータ格納部１０５
、プロファイル生成部１０６、プロファイル格納部１０７が含まれる。更に、蛍光増白剤
含有量判定部１０８、蛍光増白剤含有量判定情報格納部１０９、カラーパッチデータ補正
部１１０、観察環境情報格納部１１３が含まれる。
【００１６】
　以上の構成において、蛍光増白剤入りメディア用のカラープロファイルを作成する方法
の概要を説明する。
【００１７】
　まず、アプリケーション格納部１０２に格納されたアプリケーションが、ユーザの指示
を受けたオペレーションシステム（ＯＳ）プログラムに基づいて起動され、モニタ１１１
に表示される。ここで起動されたアプリケーション上で以下の操作が行われる。
【００１８】
　最初に、ユーザが印刷に使用するメディアの白色部分を測定するか、又は既存の測定値
を指定する。そして、測定又は指定により取得したメディアの測定値を蛍光増白剤含有量
としてメディア測定値格納部１０３に格納する。次に、ユーザが同じメディアに印刷され
たカラープロファイル作成用のカラーパッチを測定するか、又は既存の測定値を指定する
。そして、測定又は指定により取得した測定値をカラーパッチデータ格納部１０４に格納
する。
【００１９】
　次に、メディア測定値格納部１０３に格納したメディアの測定値から、このメディアの
蛍光増白剤含有量の有／無（多い／少ない）を判定する。判定の結果、蛍光増白剤を含ん
でいる（又は多い）と判定したメディアに関しては、カラーパッチデータ格納部１０４に
格納したカラーパッチの測定値を補正する。また、判定の結果、蛍光増白剤を含んでいな
い（又は少ない）と判定したメディアに関しては、カラーパッチデータ格納部１０４に格
納したカラーパッチの測定値を補正しない。
【００２０】
　尚、何れのカラーパッチの測定値に関しても、補正カラーパッチデータとして一旦補正
カラーパッチデータ格納部１０５に格納する。
【００２１】
　次に、画像を実際に観察する観察環境情報を測定するか、又は既存の測定値を指定する
。そして、測定又は指定により取得した測定値を観察環境情報として観察環境情報格納部
１１３に格納する。ここでは、プリンタでカラーパッチを測定した際の光源を観察環境情
報として観察環境情報格納部１１３に格納する。
【００２２】
　次に、補正カラーパッチデータ格納部１０５に格納した補正カラーパッチデータと観察
環境情報格納部１１３に格納した観察環境情報とからプロファイル生成部１０６にてプロ
ファイルを生成してプロファイル格納部１０７に格納する。
【００２３】
　ここで、蛍光増白剤入りメディア用のカラープロファイル作成方法を、図２及び図３を
用いて詳細に説明する。図２は、本実施形態におけるカラープロファイル作成処理を示す
フローチャートである。また、図３は、本実施形態におけるカラープロファイル作成画面
の一例を示す図である。
【００２４】
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　まず、ステップＳ２０１では、アプリケーション格納部１０２に格納された図３に示す
プロファイル作成アプリケーションを起動する。そして、ステップＳ２０２で、これから
画像出力を行う所望のメディア白色部分の測定値を取得する。具体的には、ユーザが図３
に示す測定開始ボタン３０１を押下することで、測色機１１２から測定値を取得するか、
ユーザが図３に示す３０２に指定することで、既に取得済みのメディアの白色部分の測定
値を読み込む。
【００２５】
　尚、ここで取得する測定値は、メディアの白色部分を分光測定した「分光反射率」であ
り、測色機１１２も「分光反射率」が測定可能なものを用いるものとする。そして、取得
した「分光反射率」を図３に示す分光波形３０３のようにメディア測定値として表示する
。また、ここでは、測色機１１２に特定のフィルタを使用せずに、メディアの白色部分を
測定し、分光を取得するものとする。
【００２６】
　次に、ステップＳ２０３では、プリンタ用のカラープロファイル作成に必要な個数のカ
ラーパッチ測定値を取得する。具体的には、ユーザが図３に示す測定開始ボタン３０６を
押下することで、プリンタで実際にメディアに出力したカラーパッチを測色機１１２で測
色して取得する。又は、ユーザが図３に示す３０７に指定することで、既に取得済みのカ
ラーパッチの測定値を取得する。
【００２７】
　尚、ここで取得する測定値は、「分光反射率」であり、測色機１１２はカラーパッチな
どの反射物と観察環境光源などの発光物の両分光反射率が測定可能なものを用いるものと
する。
【００２８】
　次に、ステップＳ２０４では、メディアに含まれる蛍光増白剤の含有量が多いか否かを
判定する。具体的には、ユーザが図３に示す蛍光剤判定ボタン３０４を押下し、ステップ
Ｓ２０２で取得されたメディア測定値からこのメディアの蛍光増白剤含有量を判定する。
判定の結果、蛍光増白剤が多いと判定された場合はステップＳ２０５へ進み、また少ない
と判定された場合はステップＳ２０６へ進む。ここで、判定の結果は、図３に示す３０５
のように、「蛍光剤あり」又は「蛍光剤なし」で表示する。尚、蛍光増白剤含有量を判定
する処理の詳細は、更に後述する。
【００２９】
　このステップＳ２０５では、ステップＳ２０３で取得済みのカラーパッチの測定値を補
正する。このカラーパッチの測定値を補正する処理の詳細は、更に後述する。
【００３０】
　次に、ステップＳ２０６では、実際にプリンタの環境を観察した観察環境測定値を取得
する。具体的には、ユーザが図３に示す測定開始ボタン３１０を押下し、測色機１１２を
用いて測定するか、ユーザが図３に示す３１１に指定することで、既に取得済みの観察環
境測定値を取得する。
【００３１】
　尚、ここで取得する測定値は、「分光反射率」であり、測色機１１２も「分光反射率」
が測定可能なものを用いるものとする。
【００３２】
　次に、ステップＳ２０７では、ステップＳ２０３及びＳ２０６で取得したカラーパッチ
の測定値及び観察環境測定値からプロファイルを作成する。ここでは、ユーザが図３に示
すプロファイル作成ボタン３０８を押下することで、プロファイルの作成を行う。尚、プ
ロファイル作成処理の詳細は、更に後述する。
【００３３】
　また、ユーザが図３に示す終了ボタン３０９を押下すると、蛍光増白剤入りメディア用
カラープロファイル作成処理を終了する。
【００３４】
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　ここで、上述したステップＳ２０４における蛍光増白剤含有量判定処理の詳細を、図４
、図５、図６を用いて説明する。
【００３５】
　図４は、ステップＳ２０２で取得したメディアの分光反射率を示す図である。ここでは
、測色機１１２で取得した分光波形は３８０ｎｍから７８０ｎｍの波長として説明する。
この波長間では、代表的な蛍光増白剤のジアミノスチルベン系の場合、紫外線域の２７５
ｎｍ、３３０ｎｍの波長エネルギーを吸収し、可視域の４３０ｎｍ付近の光を放出するこ
とが知られている。そこで、本実施形態では、５００ｎｍを閾値に３８０ｎｍから５００
ｎｍの波長間に蛍光増白剤の影響を受けた波形が検出されることを想定している。
【００３６】
　尚、５００ｎｍを閾値に規定したが、蛍光増白剤の種類、特性に応じて、閾値は任意に
規定できるものとする。
【００３７】
　ここで、蛍光増白剤含有量判定部１０８が行う処理を、図６を用いて説明する。図６は
、本実施形態における蛍光増白剤判定処理を示すフローチャートである。まず、ステップ
Ｓ６０１では、メディア測定値格納部１０３に格納した測定値に基づいて閾値５００ｎｍ
の時の分光反射率を取得する。
【００３８】
　図５は、本実施形態における蛍光増白剤含有量判定処理を説明するための分光反射率を
示す図である。図５に示すように、分光反射率上の閾値５００ｎｍの座標を（５００，Ｙ
０）とする。そして、取得した座標情報を蛍光増白剤含有量判定情報格納部１０９に格納
する。
【００３９】
　次に、ステップＳ６０２では、分光波形の３８０ｎｍから閾値５００ｎｍまでの波長間
で、最も分光反射率が高い（値が大きい）ピーク位置を検出する。そして、検出した座標
（Ｘ１，Ｙ１）を座標情報として蛍光増白剤含有量判定情報格納部１０９に格納する。
【００４０】
　次に、ステップＳ６０３では、蛍光増白剤含有量の判定に用いる閾値Ａを設定する。尚
、閾値Ａは任意の値で良い。例えば、プルーフ用途などの場合、ある目標（リファレンス
、ターゲット）とするメディアの白色部分の分光反射率を事前に取得しておき、その分光
反射率のＸ１座標における分光反射率を閾値Ａに設定しても良い。
【００４１】
　また、ユーザによる主観評価から、蛍光増白剤による黄色かぶりの影響が、許容される
Ｘ１座標の分光反射率を予め算出しておき、閾値Ａに設定しても良い。更に、ピーク位置
の分光反射率Ｙ１と５００ｎｍの分光反射率Ｙ０の差分（Ｙ１－Ｙ０）の１／２、１／３
、１／４…の値を閾値Ａに設定しても良い。そして、設定した閾値Ａを蛍光増白剤含有量
判定情報格納部１０９に格納する。
【００４２】
　次に、ステップＳ６０４で、ステップＳ６０１～Ｓ６０３で取得した蛍光増白剤含有量
判定情報格納部１０９に格納された値を用いて、蛍光増白剤の多少（有無）を蛍光増白剤
含有量判定部１０８が判定する。図５に示すように、ステップＳ６０２で取得したピーク
位置Ｘ１の分光反射率Ｙ１とステップＳ６０１で取得した５００ｎｍの分光反射率Ｙ０と
の差分が、ステップＳ６０３で設定した閾値Ａより大きいか否かを判定する。
【００４３】
　判定の結果、Ｙ１－Ｙ０＞Ａの関係を満たしている場合は、ステップＳ６０５へ進み、
「蛍光増白剤があり（多い）」と判定し、この処理を終了する。一方、Ｙ１－Ｙ０≦Ａの
場合は、ステップＳ６０６へ進み、「蛍光増白剤がなし（少ない）」と判定し、この処理
を終了する。
【００４４】
　ここで、カラーパッチデータ補正部１１０のカラーパッチ測定値補正処理（ステップＳ
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２０５）を、図７及び図８を用いて説明する。
【００４５】
　図７は、本実施形態におけるカラーパッチ測定値補正処理を示すフローチャートである
。まず、ステップＳ７０１では、プロファイル作成に必要な点数分のカラーパッチ測定値
（パッチデータ）をカラーパッチデータ格納部１０４より取得する。プロファイル作成に
必要な点数をＲＧＢ空間均等の９スライス分、即ち、７２９色（９×９×９）とする。
【００４６】
　次に、ステップＳ７０２では、ステップＳ７０１で取得した各パッチデータの分光反射
率において、蛍光増白剤含有量判定情報格納部１０９に格納されたピーク位置Ｘ１の分光
反射率の値を取得する。尚、ピーク位置Ｘ１におけるパッチデータの分光反射率をＹ１と
する。
【００４７】
　次に、ステップＳ７０３では、ステップＳ７０２で取得したＸ１座標の値に対してそれ
ぞれ補正を行う。この補正は、Ｘ１座標の分光反射率が蛍光増白剤の影響で励起している
ため、その反射率を引き下げる処理を行う。具体的には、ステップＳ７０２で取得した１
パッチ目の値がＹｐ１だったすると、蛍光増白剤含有量判定情報格納部１０９格納の値を
用いて、Ｙｐ１から（（Ｙ１－Ｙ０）－Ａ）分引き下げる。
【００４８】
　つまり、Ｘ１座標の値は、Ｙｐ１－（（Ｙ１－Ｙ０）－Ａ）となり、図８に示すように
座標は（Ｘ１，Ｙｐ１－（（Ｙ１－Ｙ０）－Ａ）となる。残りのパッチデータにも同様に
、Ｘ１の分光反射率を（（Ｙ１－Ｙ０）－Ａ）分引き下げる処理を行う。
【００４９】
　次に、ステップＳ７０４では、ステップＳ７０３で補正した各パッチデータの分光反射
率の補間を行う。ここで、１パッチ毎に３８０ｎｍから７８０ｎｍまで１ｎｍ刻みに分光
反射率を４０１個持っているものとする。ステップＳ７０３で補正を行ったＸ１の値１点
とそれ以外の補正を行っていない４００点の値を、スプライン関数等を用いて補間する。
この補間方法は、滑らかな曲線を算出可能な方法であれば、任意の方法を用いてよいもの
とする。
【００５０】
　このようにして算出した補正後の計７２９色分のパッチ分光反射率を補正カラーパッチ
データ格納部１０５に格納する。そして、この補正処理をカラーパッチデータの７２９個
分、繰り返して行い、このカラーパッチ測定値の補正を終了する。
【００５１】
　ここで、プロファイル生成部１０６のプロファイル生成処理（ステップＳ２０７）を、
図９乃至図１１を用いて説明する。
【００５２】
　図９は、本実施形態におけるプロファイル生成処理を示すフローチャートである。まず
、ステップＳ９０１では、プロファイル作成に必要な点数分のカラーパッチデータを補正
カラーパッチデータ格納部１０５より取得する。次に、ステップＳ９０２では、画像を観
察する光源下の分光分布データを観察環境情報格納部１１３より取得する。
【００５３】
　尚、観察環境情報は、分光分布データが取得可能な測色機１１２を用いて、実際に画像
観察を行う環境を測定した値を用いても良い。また、ＣＩＥやＪＩＳ等で規定された任意
の標準環境の光源を用いても良い。この例では、観察環境の分光分布データは、予め観察
環境情報格納部１１３に格納されているものとする。
【００５４】
　次に、ステップＳ９０３では、ステップＳ９０１及びＳ９０２で取得した分光データを
乗算し、ＸＹＺを算出する。具体的には、ステップＳ９０１で取得した補正カラーパッチ
データをＯ（λ）、ステップＳ９０２で取得した観察環境の分光分布データをＳ（λ）と
すると、図１０に示す式により、各パッチデータ７２９色分のＸＹＺ値を算出する。
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【００５５】
　そして、ステップＳ９０４では、ステップＳ９０３で算出した７２９点分のＸＹＺ値を
図１１に示す式により、Ｌ＊ａ＊ｂ＊に変換してプロファイル形式に記述する。図１１中
のＸ、Ｙ、Ｚは、図１０に示す式より算出された各パッチのＸＹＺ値を表し、Ｘｎ、Ｙｎ
、Ｚｎはここでは観察環境光源のＸＹＺ値と定義する。
【００５６】
　本実施形態では、プロファイルはデバイス依存空間からデバイス非依存空間へのルック
アップテーブル（ＬＵＴ）を記述するものとする。このＬＵＴは、ＲＧＢ色空間での格子
点の色座標データと、その格子点が再現するＬ＊ａ＊ｂ＊色空間の座標値との対応を示す
全７２９点のデータ構造（図１２）で構成されているものとする。
【００５７】
　図１２は、本実施形態におけるルックアップテーブル（ＬＵＴ）のデータ構造を示す図
である。図１２に示すように、データ構造の先頭にＲ／Ｇ／Ｂ値のステップが記述され、
その後に、各格子点に対応する色座標Ｌ*値、ａ*値、ｂ*値が、Ｒ、Ｇ、Ｂの順でネスト
されて記述される。また、図１３は、図１２に示すデータ構造をＲＧＢ色空間で模式的に
表した図である。
【００５８】
　尚、本実施形態では、作成するプロファイルをＬＵＴの形式であるものとして説明した
が、その他、関係式等が記憶されていても良く、プロファイルを構成する格子点及びテー
ブルの形式は問わない。
【００５９】
　本実施形態によれば、蛍光増白剤を含むメディア使用時も、所望の観察環境下における
最適な画像形成が行えるプロファイルを作成することができる。
【００６０】
　尚、本発明は複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インターフェース機器、リー
ダ、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装置（例
えば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用しても良い。
【００６１】
　また、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した
記録媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（Ｃ
ＰＵ若しくはＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行する。これ
によっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【００６２】
　この場合、コンピュータ読み取り可能な記録媒体から読出されたプログラムコード自体
が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記録
媒体は本発明を構成することになる。
【００６３】
　このプログラムコードを供給するための記録媒体として、例えばフレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００６４】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、次の場合も含まれることは言うまでもない。即ち、
プログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティン
グシステム）などが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理により前述した実施形態
の機能が実現される場合である。
【００６５】
　更に、記録媒体から読出されたプログラムコードがコンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込む。その後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
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が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本実施形態におけるプロファイル作成方法を実行するシステムの構成の一例を示
す図である。
【図２】本実施形態におけるカラープロファイル作成処理を示すフローチャートである。
【図３】本実施形態におけるカラープロファイル作成画面の一例を示す図である。
【図４】ステップＳ２０２で取得したメディアの分光反射率を示す図である。
【図５】本実施形態における蛍光増白剤含有量判定処理を説明するための分光反射率を示
す図である。
【図６】本実施形態における蛍光増白剤判定処理を示すフローチャートである。
【図７】本実施形態におけるカラーパッチ測定値補正処理を示すフローチャートである。
【図８】本実施形態におけるカラーパッチ測定値補正処理を説明するための分光反射率を
示す図である。
【図９】本実施形態におけるプロファイル生成処理を示すフローチャートである。
【図１０】Ｘ，Ｙ，Ｚ値への変換式を示す図である。
【図１１】Ｌ＊ａ＊ｂ＊への変換式を示す図である。
【図１２】本実施形態におけるルックアップテーブル（ＬＵＴ）のデータ構造を示す図で
ある。
【図１３】図１２に示すデータ構造をＲＧＢ色空間で模式的に表した図である。
【符号の説明】
【００６７】
１０１　パーソナルコンピュータ
１０２　アプリケーション格納部
１０３　メディア測定値格納部
１０４　カラーパッチデータ格納部
１０５　補正カラーパッチデータ格納部
１０６　プロファイル生成部
１０７　プロファイル格納部
１０８　蛍光増白剤含有量判定部
１０９　蛍光増白剤含有量判定情報格納部
１１０　カラーパッチデータ補正部
１１１　モニタ
１１２　測色機
１１３　観察環境情報格納部
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